
金沢市短期入所施設湖陽ホーム 料金表
［事業所番号　１７７０１００６９９] 令和4年10月1日施行

①

※

◇

②

③

①

※

◇

②

③

①

※

◇

②

③

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

滞　在　費

食　　　費

【要介護度②】 （単位：円）

内
　
訳

【要介護度③】

22 22

13

736 736 736 736

　機能訓練指導体制加算

第4段階

滞　在　費 370 370 855

898

13

1,796－－

12

784

22 22

898

12 12

898 898 898

利用者負担区分 第１段階 第2段階 第3段階(①)

22

　機能訓練指導体制加算 12 12

712 712 712

内
　
訳

　併設型短期入所生活介護費（Ⅱ） 665 665 665
　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ 22 22

支払い金額合計　２割（※＋②＋③） － － － 3,771

712

第4段階

     　　１日　合計単位数

ー 4,506

665

0 370 370 855

300 600 1,000 1,445

ー

　夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 13 13 13 13
　機能訓練指導体制加算 12 12 12 12

596
　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ 22 22 22 22

     　　１日　合計単位数 643 643 643 643

内
　
訳

　併設型短期入所生活介護費（Ⅱ） 596 596 596

【併設型短期入所生活介護】

【要介護度①】 （単位：円）

利用者負担区分 第１段階 第2段階 第3段階(①) 第4段階第3段階(②)

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

－ － － 1,471

支払い金額合計　１割（①＋②＋③） 1,036 1,706 2,106 3,036

22
　夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 13 13 13 13

1212

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

815 815 815 815

12

815

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

－ － － 1,630

滞　在　費 0 370 370 855

食　　　費 300 600 1,000 1,445

支払い金額合計　１割（①＋②＋③） 1,115 1,785 2,185 3,115

－ 3,930支払い金額合計　２割（※＋②＋③） － －

     　　１日　合計単位数 784784 784

利用者負担区分 第１段階 第2段階 第3段階(①)

12 12

600 1,000

13 13

0

　併設型短期入所生活介護費（Ⅱ） 737 737

　夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

－

　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ

食　　　費 300 1,445

支払い金額合計　１割（①＋②＋③） 1,198 1,868 2,268 3,198

支払い金額合計　２割（※＋②＋③） － － － 4,096

ー ー 4,744

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

ー ー ー 2,206

支払い金額合計　３割（◇＋②＋③） ー

ー ー 4,994

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

－ － － 2,444

支払い金額合計　３割（◇＋②＋③） ー

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

ー ー ー 2,694

支払い金額合計　３割（◇＋②＋③） ー

－

643

596

22

13

12

736

－

ー

370

1,300

2,406

－

ー

第3段階(②)

712

665

22

13

－

－

370

1,300

2,485

－

ー

第3段階(②)

784

737

22

13

（単位：円）

737 737

－

ー

370

1,300

2,568

ー



金沢市短期入所施設湖陽ホーム 料金表
［事業所番号　１７７０１００６９９] 令和4年10月1日施行

①

※

◇

②

③

①

※

◇

②

③

　機能訓練指導体制加算 12

22

【要介護度⑤】 （単位：円）

利用者負担区分

　併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）

　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ

　夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ

22 22

第１段階 第2段階

978

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

855

2,025

－ － － 2,110

921

第3段階(①) 第4段階

874874 874

22

第3段階(②)

921

13 13

1,055 1,055

12 12 12

13

12

1,055

支払い金額合計　１割（①＋②＋③）

13

853 853 853     　　１日　合計単位数 853

第3段階(①) 第4段階

【要介護度④】 （単位：円）

　夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 13

第１段階利用者負担区分 第2段階

22

806
内
　
訳

806 806　併設型短期入所生活介護費（Ⅱ） 806

13

978

12

978

　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

　機能訓練指導体制加算 12

1,278 1,948 2,348 3,278

978

13 13

1212

978

22 22 22

－ －
１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

12

滞　在　費 0 370 370 855

1,955－ －

ー

370

4,255

     　　１日　合計単位数 921 921 921

食　　　費 300 600 1,000 1,445

1,055 1,055

支払い金額合計　２割（※＋②＋③） － － －

874

22

13

ー

2,425 3,355

内
　
訳

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

滞　在　費 0 370 370

874

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

食　　　費 300 600 1,000 1,445

支払い金額合計　１割（①＋②＋③） 1,355

支払い金額合計　２割（※＋②＋③） － － － 4,410

ー ー 5,464

ー 5,232

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

ー ー ー 2,932

支払い金額合計　３割（◇＋②＋③） ー

2,648

－

ー

ー ー ー 3,164

支払い金額合計　３割（◇＋②＋③） ー ー

第3段階(②)

853

806

22

13

1,300

－

ー

370

1,300

2,725

－



金沢市短期入所施設湖陽ホーム 料金表
［事業所番号　１７７０１００６９９] 令和4年10月1日施行

①

※

◇

②

③

①

※

◇

②

③

単位数

総単位数

8.3%

総単位数
2.7%

総単位数
1.6％

22

18

13

12

56

8/回

200

90

▲ 30

184
保険外

600

　緊急短期入所受入加算
介護支援専門員が緊急に短期入所サービスを受けることを認めた場合７日間算定。家族の疾患等やむを得ない
場合は１４日を限度に算定

　認知症行動・心理症状緊急対応加算 認知症自立度Ⅲ以上で医師が在宅生活困難と認めた場合　入所から７日を上限

機能訓練指導員を配置し訓練を行う体制がある場合

　療養食加算 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合。１食８単位。

1,445

専従の理学療法士等を１名以上配置。多職種共同により個別機能訓練計画書を作成し、３月ごとに１回以上居宅
を訪問した場合に算定

【要支援②】 （単位：円）

利用者負担区分 第１段階 第2段階

滞　在　費

第3段階(①)

370

第4段階

370 855

支払い金額合計　１割（①＋②＋③） 975 1,645 2,045 2,9752,345

300 1,000食　　　費

－ － － 1,349

支払い金額合計　２割（※＋②＋③） － － － 3,649

0

12 12 12

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

675 675 675 675

555 555
　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ 22 22 22 22

555

3,401

【要支援①】

食　　　費 300 600 1,000

1,921 2,851

（単位：円）

446

支払い金額合計　２割（※＋②＋③） － －

支払い金額合計　１割（①＋②＋③） 851 1,521

1,445

滞　在　費 0

　送迎加算
居宅と事業所との間の送迎を行う場合（片道）

森本地区エリア外（１０ｋｍ未満）送迎 ５５０円　エリア外（１０ｋｍ以上）送迎８００円

　機能訓練指導体制加算

介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図るために創設された加算。国の定める「キャリア
パス要件」「職場環境等要件」を満たした場合

　夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ

※各種加算内容（当施設関係分）

サービス内容略称 備　考

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）(加算率＝8.3%)

現行の介護職員処遇改善加算を算定、「職場環境等要件」に対して複数の取り組みを行っている、取組について
見えるかを行っている、以上３つの要件を満たした場合

　個別機能訓練加算

昼食

335 607

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回って配置した場合

夕食

503

370 370 855

　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）イ 介護職員総数の介護福祉士の占める割合が１００分の６０以上

食　費 ※『介護保険負担限度額認定証』をお持ちの
　　方は１日あたりの食費が減額されます。

朝食

589

   介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）(加算率＝2.7%)

ー 1,651

－ 1,101

589 589 589

－－

－

　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ 22

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

－

ー ー

22

480 480480 480

第3段階(①) 第4段階利用者負担区分

551 551551 551

　併設型短期入所生活介護費（Ⅱ） 446 446 446

     　　１日　合計単位数

　機能訓練指導体制加算 12 12 12 12

22 22
内
　
訳

長期利用者（自費利用などを挟み実質連続３０日を超える利用者）は基本報酬を適正化するため減算

第１段階 第2段階

　※　単位数×10.17円が利用料金となります。

　短期生活長期利用者提供減算

ー 3,951

【併設型介護予防短期入所生活介護】

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

ー

支払い金額合計　３割（◇＋②＋③）

内
　
訳

　併設型短期入所生活介護費（Ⅱ） 555

     　　１日　合計単位数

　機能訓練指導体制加算 12

１割負担[ 1単位＝10.17円]
［処遇改善加算8.3%] [特定処遇改善加算2.7％］
［介護職員等ベースアップ等支援加算1.6％］

ー　 ー 2,023

ー ー

支払い金額合計　３割（◇＋②＋③） ー ー ー 4,323

第3段階(②)

480

446

22

12

551

－

ー

370

1,300

2,221

ー

12

675

－

ー

370

1,300

　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 介護職員総数の介護福祉士の占める割合が１００分の８０以上

第3段階(②)

589

555

22

　介護職員等ベースアップ等支援加算（加算率＝1.6％）
処遇改善加算、特定処遇改善加算に加え、介護職員の沈金改善、他職員の処遇改善を図るために創設された加
算。処遇改善加算を算定していること、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の２/3は介護職員等のベースアッ
プ等に使用使用することを要件とする。

－

ー


